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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月9日(2014.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１５０～２００ｋＤａの数平均分子量（Ｍｎ）を有するＰＬＬＡ樹脂を用意するステッ
プと、
　前記ＰＬＬＡ樹脂を押出機内において溶融状態で加工するステップと、
　前記加工されたＰＬＬＡ樹脂からＰＬＬＡチューブを形成するステップと、
　前記ＰＬＬＡチューブからステントスキャフォールディングを作製するステップと、
　前記ステントスキャフォールディングを２０～３５ｋＧｙの線量での電子線照射への曝
露によって滅菌するステップと、
を含み、
　滅菌前のスキャフォールディングのＭｎが１００～１５０ｋＤａであり、
　滅菌されたステントスキャフォールディングのＭｎが少なくとも７０ｋＤａである、
　ステントの作製方法。
【請求項２】
　前記押出機内の加工温度が１９５℃～２１０℃である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記電子線照射の線量が２２～２７ｋＧｙである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　滅菌前のスキャフォールディングのＭｎが１１０～１３０ｋＤａである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　滅菌されたスキャフォールディングのＭｎが８０～９０ｋＤａである、
　請求項１に記載の方法。
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